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令和５年度鳥獣被害防止総合対策交付金（鳥獣被害防止総合支援事業） 

に関する改善計画について 

 

 令和５年度において鳥獣被害防止総合対策交付金で実施した事業について、当初事業実

施計画の目的の達成が図られるよう、下記の改善計画を実施することとするので、報告し

ます。 

 

記 

 

別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

 

１ 事業の導入及び取組の経過 

  令和３年度  ・青森市鳥獣被害対策実施隊の組織 

         ・青森市鳥獣被害対策実施隊による巡回、捕獲活動等 

 

  令和４年度  ・協議会の体制整備 

         ・青森市鳥獣被害対策実施隊による巡回、捕獲活動等 

 

  令和５年度  鳥獣被害防止総合対策交付金（鳥獣被害防止総合支援事業）を活用 

         ・青森市鳥獣被害対策実施隊による巡回、捕獲活動等 

・青森市捕獲サポート隊による追払い、捕獲活動の補助 

・大型囲いわな及び遠隔監視装置導入 

         ・電気柵の設置 

 

２ 当初事業実施計画の目標が未達成である原因及び問題点 

 青森市鳥獣被害対策実施隊を令和３年度から組織し、追払い活動や捕獲活動等を実施し

たことで、当時最も被害を出していたニホンザルの農作物被害額を徐々に減少させること

ができ、更に令和５年度に国の交付金を活用し、対策を強化したことでニホンザルに対す

る被害対策が強化された。しかしながら令和５年度にツキノワグマ、二ホンジカ、カラス

等による被害が増加したことで、事業実施計画の目標を達成することができなかった。 

 

３ 実績及び改善計画 

 

（様式）被害防止計画の達成状況に係る部分 

区分 指標 
対象 

鳥獣 

被害防止計画の達成状況 

達成率

（％） 
備考 

目標 

 

(5年) 

基準年度

の実績 

(2年) 

1年目 

 

(3年) 

2年目 

 

(4年) 

3年目 

 

(5年) 

被害防止 

計画 

（被害の

軽 減 目

標） 

被害 

金額 

(千円) 

ニホンザル 

アライグマ 

カラス 

ツキノワグマ 

イノシシ 

ニホンジカ 

ハクビシン 

976 

0.3 

63 

― 

― 

― 

― 

1,085 

0.4 

71 

― 

― 

― 

― 

655 

― 

65 

125 

― 

― 

― 

494 

6 

1 

― 

― 

― 

― 

423 

― 

117 

1,069 

6 

385 

― 

607.3% 

400.0% 

‐575.0% 

 

合計 1,039.3 1,156.4 845 501 2,000 -720.4% 

被害 

面積 

(ha) 

ニホンザル 

アライグマ 

カラス 

ツキノワグマ 

イノシシ 

ニホンジカ 

ハクビシン 

0.350 

0.001 

0.014 

― 

― 

  ― 

― 

0.396 

0.001 

0.016 

― 

― 

― 

― 

0.389 

― 

0.01 

0.034 

― 

― 

― 

0.175 

0.002 

0.000 

― 

― 

― 

― 

0.137 

― 

0.029 

0.250 

0.003 

0.100 

― 

563.0% 

 

-670.0% 

 

合計 0.365 0.413 0.433 0.177 0.519 -221.7% 

 

 

 



 

４ 改善方策 

 令和５年度に交付金により罠の導入、電気柵の設置及び捕獲体制の整備によって主にニ

ホンザルを中心とした農作物被害対策を実施した結果、捕獲頭数が増加し、農作物被害額

を減少させることができた。 

 今後は罠の増設及び電気柵の設置によりニホンザルへの対策をしつつ、出没及び被害情

報が増加しているツキノワグマ、二ホンジカ、カラス等の追払い等の対策を強化する。更

に、HP へのツキノワグマ及びニホンザルの出没情報の公開、緩衝帯の整備を行い被害防止

を図る。 

 

５ 改善計画を実施するための推進体制 

 青森市鳥獣被害防止対策協議会の構成員、青森市鳥獣被害対策実施隊、地元農業者と連

携協力し、青森県の指導のもと取り組む。 


